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 厚生労働省 社会保障審議会医療部会 
 

厚生労働省は、10 月 30 日の社会保障審

議会医療部会で、医療法にオンライン診療に

関する「総体的な規定」を創設する方針を示

した。医療法では、医療は医療提供施設もし

くは患者の居宅で提供されなければならない

と定められていることから、オンライン診療

はこれまで「解釈運用」されてきた。 

しかし、「解釈によって適切な実施を図る

には課題がある」ため、法制上の位置づけを

明確化し、「適切なオンライン診療を更に推

進」していくとしている。 

 

■オンライン診療の届出医療機関は増加中 

オンライン診療が最初に認められたのは

1997 年。当時は「遠隔診療」と呼ばれ、離

島や僻地のみが対象だった。その後、ス

マートフォンなどの通信機器の普及に伴い、

2015 年に一般へ解禁されたが、初診は対面

が原則だった。2018 年に「オンライン診療

料」として保険適用されたが、対面診療の補

完的な役割と位置づけられ、71 点と再診料

（当時 73 点）よりも低い設定だった。 

この状況が大きく変わったのが2020年の

コロナ禍で、時限的特例措置ではあったが、

初診からのオンライン診療が解禁となった

（診療報酬 214点、当時の初診料 288点）。 

その後、2022 年度診療報酬改定で正式に

初診からのオンライン診療が認められ、「情

報通信機器を用いた場合の初・再診料」とな

って時限的特例措置の点数よりもさらに引き

上げられた（最大251点、再診料73点）。 

徐々に実施する医療機関も増えており、

2022 年７月時点での届出医療機関数は

5,494 だったが、今年 10 月１日時点で

12,507 と約 2.3 倍となっている。  

一方で、課題も浮き彫りになってきている。 

前述のように「解釈運用」をするため、厚

労省は「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」を2018年に策定し、随時改定をし

てきたが、法的な位置づけが不明瞭であるこ

とから、たとえば「美容医療の適切な実施に

関する検討会」では「必ずしも遵守されてい

ない」との指摘もされている状況だ。 

 

■都道府県への届出も義務化 

そこで厚労省は、前述のようにオンライン

診療の「総体的な規定」を医療法に設けるこ

とを提案。現行制度の運用は活かしつつ、オ

ンライン診療の定義および「オンライン診療

を行う医療機関」「特定オンライン診療受診

施設」の規定案を示した。 

オンライン診療の定義は「情報通信機器を

活用して、医師又は歯科医師が遠隔の地にあ

る患者の状態を視覚及び聴覚により即時に認

識した上で、当該患者に対し行う診断又は診

療」とした。「オンライン診療を行う医療機関」

には、都道府県への届け出を義務付けるほか、

管理者に「厚生労働大臣が定めるオンライン

診療基準」を遵守することを求めている。 

「特定オンライン診療受診施設」は、「オ

ンライン診療が、施設にいる患者に対して行

われる施設であって、当該施設の設置者が、

医師又は歯科医師に対し、業として、オンラ

イン診療を行う場として提供しているもの」

と定義。オンライン診療の実施責任は実施す

る病院・診療所の医師が負うこととしている。
  

医療法にオンライン診療の規定創設 
法制上明確化しさらなる推進を目指す 
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 厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会 
 

厚生労働省は、10 月 31 日の社会保障審

議会医療保険部会で、マイナ保険証を持って

いなくても「資格確認書」で従来どおり保険

診療が受けられる旨を周知徹底することを明

らかにした。 

12 月２日移行、健康保険証が新たに発行

できなくなることも併せて周知広報する。 

 

■資格確認書の有効期限は最大５年 

健康保険証が新規発行されなくなるまで、

あと１カ月を切った。「12 月２日以降はマ

イナ保険証を持たないと保険診療が受けられ

ない」と思いがちだが、実際はそうではない。 

まず、健康保険証は新規発行がされなくな

るだけで、12 月２日以降も使用できる。た

だし、有効期限の範囲内となるため、最長で

１年ということになる。 

では、マイナ保険証を保有していない人が、

健康保険証の有効期限を迎えるとどうなるか。 

この場合も、保険診療は受けることができ

る。有効期限が切れるまでに、「申請によら

ず」資格確認書が交付されるからだ。 

医療機関では、従来の健康保険証と同様に

窓口で提示すればいい。有効期限は最大 5 年

で、更新もできる。 

この資格確認書の交付を切れ目なく行うた

め、厚労省はマイナンバーカードの交付を受

けていない人だけでなく、交付済みの人が保

険証機能を使えないケースを考慮して対応策

をとりまとめた。具体的には、「A マイナ

ンバーカードの健康保険証利用登録をしてい

ない方」「B マイナンバーカードの健康保

険証利用登録を解除した方」「C 電子証明

書の更新を失念した方・マイナンバーカード

を返納した方」の３種類に分類している。  

 

■厚労相「不安の解消策を丁寧に講じる」 

周知広報の方法としては、まず政府広報と

連携して新聞広告を展開。「まだ、マイナ保

険証をお持ちでなくても、これまでどおりの

医療を、あなたに。」というキャッチコ

ピーで、「マイナ保険証をお持ちでない方」

「新たに後期高齢者になった方」は申請不要

で資格確認書が届くこと、「マイナ保険証で

の受診が困難な方（ご高齢の方・障害をお持

ちの方など）」は「申請いただくことで資格

確認書をお届けします」とメッセージを伝え

ている。 

また、「高齢者等に向けたリーフレット」

も作成。健康保険証の新規発行がなくなるこ

と、資格確認書があればこれまでどおり医療

にかかれることを、資格確認書のイメージ画

像も添えて説明。「移行後もご安心ください」

として、「カードリーダーの操作が上手くい

かなくても、医療費が 10 割負担になること

はありません」と強調している。 

福岡資麿厚生労働相は、11 月１日の大臣

会見でこの件について「国民の皆様の不安の

解消に向けた対策を丁寧に講じていきたい」

と発言。直近のマイナ保険証の利用率が

13.87％と低迷していることについては「上

昇傾向にはあるものの、更なる利用促進の取

組が必要であり、具体的には、マイナ保険証

に関するメリットの広報や、マイナ保険証の

利用実績に応じた加算の周知などを行ってい

きたい」とした。  

医療情報 
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資格確認書の周知広報を徹底 
「切れ目のない交付」にも配慮 
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2025 年度中に本格稼働する「電子カルテ情報共有サービス」について、厚生労働省は 10

月 30 日、導入の努力義務を地域医療支援病院や特定機能病院、その他の救急・災害医療の提

供を担う病院などに課すことを法律で規定する案を、社会保障審議会の医療部会に示し、おお

むね了承された。 

厚労省の担当者は、「どの法律に位置付けるかは現時点で未定」だとしているが、電子処方

箋の提供の推進は医療介護総合確保法で規定されている。 

25 年の通常国会での関連法の改正案の提出を目指す。 

厚労省がこの日示した対応案では、電子カルテ情報共有サービスの導入の努力義務を地域医

療支援病院などに課すことを法律に規定するほか、医療機関などが 3 文書（診療情報提供書や

退院時サマリー、健康診断結果報告書）・6 情報（傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、

検査、処方）を社会保険診療報酬支払基金などに電子的に提供できることも法律に位置付ける。 

また、支払基金などが 3 文書・6 情報を医療機関などに共有する以外の目的で使用すること

を法律で禁止するほか、電子カルテ情報共有サービスの運用費用の負担者や負担方法を法律で

規定する。 

次の感染症の危機に備え、医師らが感染症の発生届を保健所に出す際に、電子カルテに記録

した診療情報を改めて入力することなく、電子カルテ情報共有サービスを使って感染症サーベ

イランスシステムに届け出ることができることも規定する。 

電子カルテ情報共有サービスは、25 年 1 月から全国 10 地域でモデル事業が始まり、同年

度中に本格稼働する。そのシステム開発は国の全額補助で行い、医療機関の電子カルテシステ

ムの改修は医療機関が実施する。ただ、病院に対して国が費用の 2 分の 1 を補助し、未導入の

診療所には標準型電子カルテを普及させる。 

また、運用コストとして医療機関の電子カルテシステムの保守費用や 3 文書・6 情報の提供

に係る費用、支払基金のシステム運用費が発生する。これらの費用の負担の在り方について、

関係者のメリットなどを踏まえて検討していく。 

電子カルテ情報共有サービスが本格的に運用されると、患者・被保険者や医療機関、医療保

険者のそれぞれにメリットがある。医療機関のメリットとしては、日常診療だけでなく救急時

や災害時を含めて全国の医療機関などで患者の医療情報を踏まえた質の高い安全な医療を提供

することができると想定されている。 

また、事務コストの削減効果が見込まれるほか、効率的な働き方が可能となり魅力的な職場 
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環境の実現や医療の担い手の確保にもつながると期待されている。 

部会の意見交換では、加納繁照委員（日本医療法人協会会長）が 2 次救急医療を担っている
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日本保険薬局協会（NPhA）が会員薬局に対し行った調査によると、5,657 薬局での処方箋

の総受付数 856 万 3,989 件に対し「かかりつけ薬剤師指導料」を算定した割合は 4.07％に

とどまった。同じ調査の中で、薬局の勤務経験が 3 年以上でかかりつけ経験がある管理薬剤師

4,537 人が、かかりつけ薬剤師が必要だと考える患者の割合は平均 18％だったことから、

NPhA では「潜在的ニーズと大きなギャップがあった」との見方を示している。 

NPhA の管理薬剤師アンケートは、「かかりつけ職能」の発揮に関する実態と課題などを把

握するため 7 月 22 日－9 月 6 日に実施。会員薬局の管理薬剤師が対象で、5,982 薬局が回

答した（回答率 31.3％）。 

かかりつけ薬剤師が必要と考える患者のうち、「かかりつけ薬剤師指導料」や服薬管理指導

料（かかりつけ薬剤師指導料の特例）を算定できない理由を複数回答で4,537薬局に尋ねたと

ころ、「算定により患者負担金が増える」が最多で、次いで以下の通り。 
 

▼「算定により患者負担金が増える」（42.2％） 

▼「患者からかかりつけ薬剤師に関するサービスを断られる」（39.6％） 

▼「同意書を取ることに遠慮がある」（31.8％） 

▼「要件を満たしている薬剤師への負担が大きい」（31.5％） など 

 

当該薬局に 1 年以上在籍しているかなど「就業要件を満たせていない」「地域活動要件を満

たせていない」「ライフイベントに伴う休職、退職、異動」といった就業に関する要件を理由

に挙げた薬局は 44.2％だった。 

NPhA は、かかりつけ薬剤師に対する潜在的ニーズを埋めるためには、薬剤師の資質向上や

働き方も踏まえ、現場に即した制度設計が必要だと指摘している。 

算定ができないそのほかの理由として自由記述では、「薬剤師の数が少ないため、声をかけ

たい患者がいても混雑によりかかりつけの同意書を取りに行けないことが多い」や「薬剤師が

一人の店舗のため、いつも薬剤師が同じだから不要と言われる」、「金額の負担があると説明

すると同意しない患者がいる」といったコメントが見られた。 

  

かかりつけ薬剤師指導料の 
算定率４％ 総受付数に対し 
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 厚生労働省 ２０２４年１０月３１日公表 
 

 
 

●医療費                                          （単位：兆円） 
 

 

    

総 計 

 

医療保険適用 

 公 費 
75 歳未満 

75 歳 

以上  被用者 
保険 

  国民健康 
保険 

（再掲） 
未就学者 本 人 家 族 

令和２年度  42.2  23.5  13.0  7.3  4.8  10.5  1.1  16.6  2.1  

令和３年度  44.2  25.0  14.1  7.9  5.2  10.8  1.3  17.1  2.2  

令和４年度  46.0  25.8  15.0  8.4  5.6  10.7  1.4  18.0  2.2  

令和 5 年度４～３月 47.3  26.2  15.7  8.9  5.8  10.5  1.5  18.8  2.3  

  

４～6 月 11.6  6.4  3.8  2.1  1.4  2.7  0.4  4.6  0.6  

4 月 3.8  2.1  1.2  0.7  0.4  0.9  0.1  1.5  0.2  

5 月 3.9  2.1  1.3  0.7  0.5  0.9  0.1  1.6  0.2  

 6 月 3.9  2.2  1.3  0.7  0.5  0.9  0.1  1.5  0.2  

令和 6 年度４～6 月 11.7  6.4  3.8  2.2  1.4  2.6  0.3  4.8  0.6  

 

4 月 3.9  2.1  1.3  0.7  0.5  0.9  0.1  1.6  0.2  

5 月 3.9  2.1  1.3  0.7  0.5  0.9  0.1  1.6  0.2  

6 月 3.9  2.1  1.3  0.7  0.5  0.8  0.1  1.6  0.2  
  
注１）審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）で審査される診療報酬明細書のデータ（算定

ベース：点数、費用額、件数及び日数）を集計している。点数を 10 倍したものを医療費として評価している。医療保
険及び公費負担医療で支給の対象となる患者負担分を含めた医療費についての集計である。現物給付でない分（は
り・きゅう、全額自費による支払い分等）等は含まれていない。  

注２）「医療保険適用」「75 歳未満」の「被用者保険」は、70 歳未満の者及び高齢受給者に係るデ－タであり、「本人」及
び「家族」は、高齢受給者を除く 70 歳未満の者に係るデータである。（以下同）  

注３）「医療保険適用」の「75歳以上」は後期高齢者医療の対象となる者に係るデータである。「公費」は医療保険適用との
併用分を除く、生活保護などの公費負担のみのデータである。なお、令和２年８月診療分以前のデータは、診療報酬明
細書において「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療（第１公費）のデータを集計したものである。 

 

●医療費の伸び率（対前年同期比）                             （単位：％） 
 

    

総 計 

 

医療保険適用 

 公 費 75 歳未満 
75 歳 

以上  被用者 
保険 

  国民健康 
保険 

（再掲） 
未就学者 本 人 家 族 

令和２年度  ▲ 3.1  ▲ 3.7  ▲ 3.6  ▲ 0.8  ▲ 9.0  ▲ 3.8  ▲19.1  ▲ 2.4  ▲ 1.1  

令和３年度  4.6  6.4  8.5  8.1  8.8  3.7  18.4  2.7  1.1  

令和４年度  4.0  3.2  6.4  6.6  6.9  ▲ 1.0  6.5  5.3  2.3  

令和 5 年度４～３月 2.9  1.7  4.2  5.2  3.4  ▲ 2.0  2.2  4.5  3.6  

  

４～6 月 3.6  2.6  5.9  6.2  6.3  ▲ 1.7  18.5  5.0  3.8  

4 月 2.8  0.9  3.4  4.2  2.6  ▲ 2.4  10.9  5.1  5.1  

5 月 5.0  4.1  7.4  7.7  7.7  ▲ 0.3  19.8  6.3  3.8  

6 月 3.1  2.9  6.9  6.7  8.5  ▲ 2.4  24.1  3.5  2.5  

令和 6 年度４～6 月 1.0  ▲ 0.6  1.3  3.5  ▲ 1.5  ▲ 3.4  ▲11.3  3.2  1.4  

  
4 月 3.3  2.3  4.7  6.1  3.3  ▲ 1.1  ▲ 3.5  4.7  3.1  

5 月 1.3  ▲ 0.3  1.4  3.4  ▲ 1.1  ▲ 2.7  ▲11.0  3.6  1.4  

 6 月 ▲ 1.6  ▲ 3.8  ▲ 2.0  1.2  ▲ 6.3  ▲ 6.3  ▲18.0  1.3  ▲ 0.1  
  

最近の医療費の動向 
／概算医療費 （令和６年度６月号） 

経営 TOPICS 

統計調査資料 

抜 粋 

 
 

１．制度別概算医療費 



 

６ 

●１人当たり医療費                                      （単位：万円） 

 
 
 
 
 

  
  

  

  

総  計 
 医療保険適用 

75 歳未満 
75 歳 

以上  
被用者 国民健康 

保険 
（再掲） 
未就学者  保険 本 人 家 族 

令和２年度 33.5  21.9  16.7  16.2  15.5  35.8  18.1  92.0  

令和３年度  35.2  23.5  18.2  17.4  17.2  37.9  22.1  93.9  

令和４年度 36.8  24.5  19.4  18.4  18.8  38.9  24.5  95.7  

令和 5 年度４～３月 38.0  25.2  20.2  19.1  19.9  40.0  26.1  96.5  

   

4 月 3.0  2.0  1.6  1.5  1.5  3.2  2.1  7.9  

5 月 3.1  2.1  1.6  1.5  1.6  3.3  2.4  8.1  

6 月 3.2  2.1  1.7  1.6  1.7  3.4  2.5  8.0  

令和 6 年度４～6 月 9.5  6.2  4.9  4.7  4.8  10.0  6.5  24.0  

  
  
  

4 月 3.2  2.1  1.6  1.6  1.6  3.3  2.1  8.0  

5 月 3.2  2.1  1.6  1.5  1.6  3.3  2.2  8.1  

6 月 3.1  2.1  1.7  1.6  1.6  3.3  2.2  7.9  
 
注１）「医療保険適用」「75 歳未満」の「被用者保険」は、70 歳未満の者及び高齢受給者に係るデ－タであり、「本人」及

び「家族」は、高齢受給者を除く 70 歳未満の者に係るデータである。 
 
注２）１人当たり医療費は医療費の総額を加入者数で除して得た値である。加入者数が未確定の制度もあり、数値が置き換わ

る場合がある。 

 
 
  
●医療費                                     （単位：兆円）   

 総 計 

 

 診療費   

調剤 

入院時 

食事 

療養等 

訪問 

看護 

療養 

(再掲) 
医科 
入院 
＋医科 
食事等 

(再掲) 

医科 

入院外 

＋調剤 

(再掲) 

歯科 

＋歯科 

食事等 

 

医科 
入院 

医科 
入院外 

歯科 

令和２年度  42.2  33.6  16.4  14.2  3.0  7.5  0.7  0.36  17.1  21.8  3.0  

令和３年度  44.2  35.3  16.9  15.3  3.1  7.8  0.7  0.43  17.6  23.0  3.1  

令和４年度  46.0  36.8  17.4  16.2  3.2  7.9  0.7  0.51  18.1  24.1  3.2  

令和5年度４～３月 47.3  37.6  17.9  16.4  3.3  8.3  0.7  0.61  18.7  24.7  3.3  

 

4 月 3.8  3.0  1.5  1.3  0.3  0.7  0.1  0.05  1.5  2.0  0.3  

5 月 3.9  3.1  1.5  1.3  0.3  0.7  0.1  0.05  1.6  2.0  0.3  

6 月 3.9  3.2  1.5  1.4  0.3  0.7  0.1  0.05  1.5  2.1  0.3  

令和 6 年度４～6 月 11.7  9.3  4.5  4.0  0.8  2.0  0.2  0.17  4.6  6.1  0.8  

 

4 月 3.9  3.1  1.5  1.4  0.3  0.7  0.1  0.06  1.5  2.1  0.3  

5 月 3.9  3.1  1.5  1.4  0.3  0.7  0.1  0.06  1.6  2.0  0.3  

6 月 3.9  3.1  1.5  1.3  0.3  0.7  0.1  0.06  1.6  2.0  0.3  
 
注）診療費には入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額は含まれない。 

入院時食事療養等は入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額の合計である。  

 
 

２．診療種類別概算医療費 



 

７ 

最近の医療費の動向／概算医療費（令和６年度６月号）の全文は 
当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

●受診延日数                                      （単位：億日） 
  総 計 診療費 

調剤 
訪問 
看護 
療養  医科入院 医科入院外 歯科 

令和２年度  23.1  22.8  4.4  14.5  3.9  7.6  0.32  

令和３年度  23.9  23.5  4.4  15.2  4.0  8.0  0.37  

令和４年度  24.3  23.9  4.3  15.6  4.0  8.4  0.43  

令和5年度４～３月 24.8  24.3  4.4  15.9  4.0  8.9  0.50  

 

4 月 2.0  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.04  

5 月 2.1  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.04  

6 月 2.1  2.1  0.4  1.4  0.3  0.7  0.04  

令和 6 年度４～6 月 6.2  6.1  1.1  4.0  1.0  2.2  0.14  

 

4 月 2.1  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.05  

5 月 2.1  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.05  

6 月 2.1  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.05  

 
注）受診延日数は診療実日数（調剤では処方せん枚数（受付回数）、訪問看護療養では実日数）を集計したものである。 

受診延日数の総計には調剤の処方せん枚数（受付回数）は含まれない。 

 

●１日当たり医療費                                   （単位：千円） 
  

（参考） 
医科入院外 
＋調剤 

総 計 医科入院 
医科 

入院外 
歯科 調剤 

訪問看護 

療養 食事等 
含まず 

食事等 
含む 

令和２年度  18.3  37.2  38.9  9.8  7.7  9.9  11.5  15.0  

令和３年度  18.5  38.7  40.4  10.1  7.9  9.7  11.7  15.2  

令和４年度  18.9  40.4  42.1  10.4  8.1  9.4  11.9  15.4  

令和5年度４～３月 19.0  40.7  42.4  10.3  8.2  9.4  12.1  15.5  

 

4 月 18.9  40.5  42.2  10.2  8.2  9.4  12.1  15.4  

5 月 18.9  40.7  42.4  10.2  8.1  9.0  12.0  15.2  

6 月 18.6  41.2  42.9  10.2  8.2  9.0  12.0  15.1  

令和 6 年度４～6 月 18.9  41.1  42.8  10.2  8.3  9.2  12.3  15.3  

 

4 月 18.8  40.8  42.5  10.2  8.3  9.3  12.2  15.4  

5 月 19.0  40.9  42.6  10.3  8.2  9.1  12.2  15.4  

6 月 18.8  41.5  43.3  10.1  8.4  9.1  12.4  15.1  

 
注）１日当たり医療費は医療費の総額を受診延日数（調剤では総処方せん枚数（総受付回数）、訪問看護療養では総実日数）

で除して得た値である。「医科入院外＋調剤」の１日当たり医療費は医科入院外と調剤の医療費の合計を医科入院外の受

診延日数で除して得た値である。歯科の１日当たり医療費は歯科医療費と歯科の入院時食事療養及び歯科の入院時生活療

養の費用額の合計を歯科の受診延日数で除して得た値である。 

 

  



 

８ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
外来医療の機能分化の推進へ 

かかりつけ医機能 

報告制度の要旨 
       １．かかりつけ医機能の充実、役割分担を図る        

       ２．かかりつけ医機能報告制度の概要       

       ３．かかりつけ医機能は１号・２号に分類      

       ４．説明会での質疑応答 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考資料 
【厚生労働省】：かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会 資料  

８ 



 

９ 

 
 【書籍】「働き方改革に対応する 病院の労務管理者のための実践テキスト」渡辺 徹 著 (ロギカ書房) 

     「新しい労働時間管理 導入と運用の実務」社労士業務戦略集団 SK9 著 (日本実業出版社) 

 
 

2025 年４月から、新たに「かかりつけ医機能報告」制度が導入されます。この制度は、地

域における外来医療の役割分担を明確にし、患者がまずかかりつけ医を受診し、その後必要に

応じて基幹病院などの専門外来を紹介される仕組みを強化するためのものです。 

また、専門的な治療が終了した後には、再びかかりつけ医に戻すという流れを整え、地域医

療における「かかりつけ医機能」を明確化し、地域包括ケアシステムを推進する狙いがありま

す。厚生労働省はこの制度の円滑な施行に向け、本年 10 月 18 日に第１回目の自治体向け説

明会を開催しました。本レポートはその説明会の要点をまとめたものです。 
 

 
 

2040 年に向けて、日本の人口動態には一段と大きな変化が見込まれています。 

特に 85 歳以上の高齢者が増加する一方で、生産年齢人口は全ての地域で減少することが予

測されています。大都市部では引き続き高齢者の人口が増加するものの、過疎地域では今後高

齢者人口は著しい減少をたどることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

医療需要は地域ごとに異なりますが、入院患者数は全国的に増加傾向で、特に高齢者の割合

が高まることがその要因とされています。 

一方、外来患者数は 2025 年にピークを迎えると予測されています。 
  

医業経営情報レポート 
かかりつけ医機能の充実、役割分担を図る 

人口動態の変化と高齢化の進展          

1 医業経営情報レポート 

医療需要の変化や人材確保の課題         

◆２０４０年の人口構成について 

厚生労働省：かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会 



 

１０ 

 

 
  

 

 

厚生労働省が主導する「かかりつけ医機能報告」制度の発足に向けて、現在、地域で高齢者

や慢性疾患を抱える患者を支援するための新たな取り組みへの準備が進められています。この

仕組みでは、各医療機関は地域の都道府県知事に対して、かかりつけ医としての機能を有して

いるかを報告することになっています。 

都道府県知事は、医療機関がかかりつけ医の役割を果たすための体制を備えていることを確

認し、地域での外来医療に関する協議の場において公表し、その情報を共有します。その後、

かかりつけ医機能の確保に向けた具体的な対策が議論され、取りまとめられた内容が地域住民

に対し公表されます。このような流れにより、地域での継続的な医療支援体制が強化され、住

民が安心して医療を受けられる環境整備が進むことが期待されているのです。 
 

◆かかりつけ医機能報告の流れ 

 

厚生労働省：かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会 

 

 

 

今後、高齢者の増加とともに、複数の慢性疾患を有し、医療・介護の複合的ニーズを抱える

患者が増えることが予想されます。 

しかし、医療従事者の人員は限られているため、地域の医療機関や専門職が役割を分担しな

がら、質の高い医療を効率的に提供する体制づくりが求められています。 
  

医業経営情報レポート 

かかりつけ医機能報告制度の概要 2 
 

地域医療を支える「かかりつけ医機能報告」の取り組み         

 

地域医療の充実に向けた「かかりつけ医機能」の確立と情報提供        

 



 

１１ 

 

 

 
 
  

かかりつけ医としての機能については「１号機能」「２号機能」に区分し、医療機関はそれ

ぞれの機能を有しているか否かを報告することになります。 

「１号機能」は、特定機能病院および歯科医療機関を除く「病院・診療所」を対象とし、か

かりつけ医として継続的な医療が必要な患者に対し、日常の診療に加えて、患者の生活背景を

考慮し、適切な診療と保健指導を行うことを目的とし、医療提供が困難な場合には地域の医師

や医療機関と協力し、治療や指導の対応を調整するという役割もその機能に含まれます。 

都道府県への報告事項としては、１号機能の概要を院内で掲示していること、かかりつけ医

の研修受講や総合診療専門資格の有無、17 の診療領域での一次診療の対応状況、さらには患

者からの医療相談を受ける体制の有無が対象となります。 

これらの要件が満たされた医療機関は、次の段階として２号機能の報告をすることになりま

す。また、制度の進展に応じ、５年後には再検討することが予定されています。 
 

◆報告を求めるかかりつけ医機能「１号機能」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会 

 
   

「２号機能」については、通常の診療に加え、地域医療や在宅医療の提供など、拡張的なか

かりつけ医機能についての報告が求められています。
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かかりつけ医機能は１号・２号に分類 

『１号機能』の概要と報告要件             

『２号機能』の概要と報告要件            



 

１２ 

レポート全文は、当事務所のホームページの「医業経営情報レポート」よりご覧ください。 

 

 
   

 
 

説明会での質疑応答のなかで、制度の目的に関する質問に対して、今後増加が予想される慢

性疾患を抱えた高齢者への対応として、地域医療における「かかりつけ医機能」を確保するこ

との重要性が改めて強調されました。さらには、地域における時間外診療や在宅医療、入退院

支援を充実させるため、医療機関に対してかかりつけ医機能の取組状況を把握し、その情報を

もとに地域の医療体制を整備することも求めています。 

また、自治体における予算措置の必要性についても質問があり、これに対して厚生労働省は、

現行の医療機能情報提供制度に準じた対応を求めており、新たなシステム導入は不要としてい

ます。総論に関する質疑応答は以下の通りです。 
 

◆総論① 

問 
本制度による報告を行うことが求められる医療機関の理解を得られるよう、本制度の目的をあら

ためて教えてほしい。 

答 

今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産

年齢人口の急減が見込まれる中、地域で必要となる時間外診療体制や、在宅医療、入退院支援な

どのかかりつけ医機能を確保していくことが不可欠であると考えています。 

現在も医療機能情報提供制度などに基づく報告が実施されているところですが、本制度は、それ

らとは趣旨目的が異なる報告制度であり、今後在宅医療等を担う意向の有無なども含めて、医療

機関におけるかかりつけ医機能の取組状況が分かるようになるものです。 

その情報をもとに、地域のかかりつけ医機能の確保状況を可視化することができ、その上で、不

足するかかりつけ医機能の協議に活用し、地域で必要な対策を検討してもらうことが重要と考え

ています。 

厚生労働省：かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会 
 

◆総論② 

問 
本制度に関して、自治体（都道府県・市町村）で予算措置は必要か。必要な場合、どのような内

容か。 

答 

予算措置については、報告業務に関しては、医療機能情報提供制度と同様の業務スキームでシス

テム上も実装していくため、現在の医療機能情報提供制度に係る各都道府県の運用状況を確認い

ただき、同様の準備を行っていただくようお願いします。 

また、地域関係者との協議の場開催に関する経費や運営等の業務を支援するコーディネーターに

係る経費も考えられます。 

厚生労働省：かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会 
  

総論に関する質疑応答         
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説明会での質疑応答 



 

１３ 

患者アンケート調査の進め方について教えてください。 

 

 
 

 

 

 
 

 

患者アンケート調査は、目標とする対象から抽出されたデータを多角的に

分析し、その結果及び改善に向けた取り組みを、患者や職員にフィードバッ

クするという流れで行います。具体的には、以下のような手順で進めます。 

 

 

 

 

 
 

①目的の明示 

調査実施の目的を明確にします。具体的には、以下のような項目が挙げられます。 

●医療提供レベルの満足度   ●患者が自院に求めているもの   ●患者サービス向上のヒント 

 

②目標設定 

対象（人、場所、機関）、実施時期、回収率などに関する具体的な目標を決定します。 
 

③調査計画策定 

アンケートの具体的実施計画を立案します。決定するのは以下のような事項です。 

●内部における実施、外部（コンサルタント等）に依頼するのか    ●具体的実施スケジュール 

●アンケート用紙の回収方法：直接ヒアリング後に回収、回収箱に投函、郵送  ●費用予算の策定等 

 

④調査方法および調査票作成 

調査項目のフレームワーク（人・サービス・アメニティ）を決定します。 
 

⑤調査の実施 
 

⑥集計 
 

⑦結果分析および考察 

仮定の検証や統計的処理、多角的分析、並びに継続的変化の比較などを行います。 
 

⑧フィードバック 

調査結果を患者と職員に公表します。特に患者からの改善要望事項については、院内にその

改善の進捗等について掲示するなど、取り組みが目で見える形にすることがポイントです。  

ジャンル：医業経営 ＞ サブジャンル：アンケート調査の実施 

患者アンケート調査実施ポイント 

 



 

１４ 

入院患者用と外来患者用の調査票の作成について 

ポイントを教えてください。  

 

 

 

 

 

 

 

■入院患者アンケート調査 

入院患者アンケート調査票は、以下に区分されます。これらに基づき、入

院患者向けのアンケート調査は、この４項目で整理すると良いでしょう。 
 

①施設整備     ②職員技能     ③患者サービス     ④病院運営システム 

 

自院までのアクセスや、玄関から待合室、診察室、病室等患者の動線に従

って、アメニティについて調査をします。 

特に、入院療養環境が重要なポイントとなるため、病室の広さはもちろんのこと、談話

室・浴室等共用スペース、プライバシーへの配慮に問題がないか確認しましょう。 

次いで、職員の対応やマナーレベルの水準を確認するため、多くの時間を接する看護職員

（看護師、助手）だけでなく、職員全般の言葉遣いなど接遇面で問題がないかチェックします。 

続いて、食事や病室の設備等の患者サービスを確認します。外来患者が入院することによっ

て、普段目に付かない部分の指摘をするケースもあります。そして、情報提供を含めた入院シ

ステムについて確認するとともに自由記述欄を設け、設問以外の不満や要望を記入してもらう

と、より具体的な意見・要望等を吸い上げることができます。 

入院患者アンケートは、「病院にお世話になっている」という思いから、実際よりも良い評

価をするなど、なかなか患者の本音が把握できない傾向があります。現実よりも高い評価結果

になっているはずととらえて、対応を検討する際に考慮しなければなりません。 

 

■外来患者アンケート調査 

外来患者アンケート調査票は、①施設整備 ②職員技能 ③病院運営システムの 3 つに区分さ

れます。入院患者同様、外来患者向けのアンケート調査はこの３項目で整理します。 

自院へのアクセスから始まり、玄関から待合室、診察室、検査室等患者の動線を考慮し、ま

ずアメニティについて調査をします。その後職員の対応レベル、さらに医師を含めたスタッフ

の対応レベルに問題がないかを確認した後、最後に診療システムがわかりやすいか、待ち時間

に不満はないかなど、運営システムについて調査します。アンケート項目が大量にあると、回

答・記入する患者側の負担も大きくなりますから、10 項目以内に絞ると良いでしょう。また、

自由記述欄を設けておき、より具体的な要望等を受け取れるようにします。 
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アンケート調査票の作成 

 

 

 


